
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●制度要件 

認定訓練 団体共催型 25％ 10 時間（小規模事業者は 30％特例措置） 

団体主導型 35％ 10 時間 

＊認定訓練以外の一般訓練は、団体実施型訓練助成金をご利用ください。 

●認定監理団体一覧 

統括認定監理団体 中央建設企業経営振興事業協同組合連合会 

研修主宰監理団体 全国中小企業労働力確保支援事業協同組合・日本環境建設技術振興事業協同組合・日本賃貸住宅事業協同組合 

日本木造住宅事業振興事業協同組合・まちのちから合同事業協同組合・日本産業労働力確保支援事業協同組合・日本機構 

 

●訓練要件 

1 認定監理団体へ所属する研修機関が実施する、東京都認定職業訓練モニター開講形式へ適合すること。（主宰は、認定

監理団体となります。） 

2 訓練時間が 10 時間以上であること。 

3 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県（以下指定地区）内における集合会場での研修、及び指定地区に所在する事業主の

会場での研修であること。（尚、統括認定団体である中建連職業訓練センター【ACC】でオリエンテーションを開講す

る場合、その他の訓練を指定地区以外で開講しても対象とします） 

4 認定職業訓練管理帳票による運営管理を適正に行うこと。 

＊上記の要件に適合しない場合、団体実施型訓練助成金制度を選択下さい。 

●利用事業者要件 

1 認定監理団体の組合員資格者で、東京都認定改善計画参加組合員を対象としております。 

2 員外事業者は研修機関が所属する認定監理団体への加入を要します。 

3 加入金 3 万円 （認定改善計画追加事務費） 

4 年会費 6 万円 ＊初回利用時は、年会費は猶予されます 

5 制度利用賦課金 ・研修受講料 300 万円以下の場合、3 万円 ・研修受講料 300 万円以上の場合、5 万円 

 

●手続要件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JMAF 財団では、JMAF 財団が認定する広域団体（認定団体）が主宰する、 

東京都認定職業訓練（モニタリング開講版）の振興を支援しています。 

 

 

制度利用申込書提出 承認研修受講 助成金支給申請 助成金振込 

＊財団への助成金支給申請は、不正受給 

防止のため監理団体が代行します。 

＊研修終了後に研修機関から交付される 

「受講証明書」を期限までに監理団体 

へ郵送ください。 

「受講証明書」

の交付 

承認研修機関 認定監理団体 

加入 

JMAF 財団 代理申請 

研修受講企業 

●2020 年度実施制度は、JMAF の HP で確認下さい。      JMAF 財団 

【教授会員標記欄】 

 

【監理団体標記欄】 

 

 

★★★ JMAF 財団 ★★★ 

広域団体実施型訓練助成金のご案内 
 

 


